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○ 個人情報の保護に関する法律施行条例 

令和４ 年12月16日条例第17号 

個人情報の保護に関する法律施行条例 

春日部市個人情報保護条例（ 平成17年条例第17号） の全部を改正する。  

（ 趣旨）  

第１ 条 この条例は、 個人情報の保護に関する法律（ 平成15年法律第57号。 以下「 法」 という 。 ） の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（ 定義）  

第２ 条 この条例において「 実施機関」 とは、 市長、 消防長、 教育委員会、 選挙管理委員会、 公平委

員会、 監査委員、 農業委員会、 固定資産評価審査委員会、 水道事業管理者及び病院事業管理者をい

う 。  

２  前項に規定するもののほか、 この条例において使用する用語は、 法及び個人情報の保護に関する

法律施行令（ 平成15年政令第507号。 以下「 令」 という 。 ） において使用する用語の例による。  

（ 個人情報取扱事務登録簿）  

第３ 条 実施機関は、 個人情報を取り扱う 事務（ 以下「 個人情報取扱事務」 という 。 ） について、 次

に掲げる事項を記載した帳簿（ 以下「 個人情報取扱事務登録簿」 という 。 ） を備え付けなければな

らない。  

(１ )  個人情報取扱事務の名称 

(２ )  個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称 

(３ )  個人情報取扱事務の目的 

(４ )  取り扱う 個人情報の対象者の範囲及び人数 

(５ )  取り扱う 個人情報の項目 

(６ )  取り扱う 個人情報の取得先 

(７ )  取り扱う 個人情報の利用目的以外の目的のための利用又は提供の有無 

(８ )  取り扱う 個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無 

(９ )  個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称 

(10)  前各号に掲げるもののほか、 規則で定める事項 

２  実施機関は、 個人情報取扱事務を開始しよう とするときは、 あらかじめ、 当該個人情報取扱事務

について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。 登録した事項を変更しよう とすると

きも、 同様とする。  

３  実施機関は、 個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、 遅

滞なく 、 当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。  

４  実施機関は、 個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。  

（ 個人情報保護管理者）  

第４ 条 実施機関は、 個人情報の適正な取扱いを確保するため、 個人情報保護管理者を定めるものと

する。  

（ 開示情報）  

第５ 条 法第78条第２ 項の規定により読み替えて適用する同条第１ 項の開示することとされている情

報として条例で定めるものは、 春日部市情報公開条例（ 平成17年条例第16号） 第６ 条第２ 号エ及び

オに掲げる情報（ 法第78条第１ 項各号（ 第２ 号を除く 。 ） に該当するものを除く 。 ） とする。  

（ 開示請求に係る手数料等）  

第６ 条 法第89条第２ 項の規定により納付しなければならない手数料の額は、 無料とする。  

２  法第87条第１ 項の規定による写しの交付（ 開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されてい

る場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が
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定められているときは、 複製したもの又は出力したものの交付。 以下この項において同じ。 ） によ

り保有個人情報の開示を受ける者は、 当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 当

該写しの交付を令第28条第４ 項の規定により 送付により 受ける場合における当該送付に要する費用

についても、 同様とする。  

３  前項の規定にかかわらず、 実施機関は、 保有個人情報のう ち、 特定個人情報（ 行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（ 平成25年法律第27号） 第２ 条第８ 項に規

定する特定個人情報をいう 。 ） に係る写しの交付に要する費用については、 請求者に経済的困難そ

の他特別の理由があると認めるときは、 規則で定めるところにより 、 当該費用の額を減額し、 又は

免除することができる。  

（ 開示決定等の期限）  

第７ 条 開示決定等は、 開示請求があった日から14日以内にしなければならない。 ただし、 法第77条

第３ 項の規定により 補正を求めた場合にあっては、 当該補正に要した日数は、 当該期間に算入しな

い。  

２  前項の規定にかかわらず、 実施機関は、 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、 同項

に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。 この場合において、 実施機関は、 開示請

求者に対し、 遅滞なく 、 延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  

（ 開示決定等の期限の特例）  

第８ 条 開示請求に係る保有個人情報が著しく 大量であるため、 開示請求があった日から44日以内に

その全てについて開示決定等をすることにより 事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合

には、 前条の規定にかかわらず、 実施機関は、 開示請求に係る保有個人情報のう ちの相当の部分に

つき当該期間内に開示決定等をし、 残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をす

れば足りる。この場合において、実施機関は、前条第１ 項に規定する期間内に、開示請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により 通知しなければならない。  

(１ )  この条の規定を適用する旨及びその理由 

(２ )  残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（ 訂正決定等の期限）  

第９ 条 訂正決定等は、 訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。 ただし、 法第91条

第３ 項の規定により 補正を求めた場合にあっては、 当該補正に要した日数は、 当該期間に算入しな

い。  

２  前項の規定にかかわらず、 実施機関は、 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、 同項

に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。 この場合において、 実施機関は、 訂正請

求者に対し、 遅滞なく 、 延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  

（ 利用停止決定等の期限）  

第10条 利用停止決定等は、 利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。 ただし、

法第99条第３ 項の規定により 補正を求めた場合にあっては、 当該補正に要した日数は、 当該期間に

算入しない。  

２  前項の規定にかかわらず、 実施機関は、 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、 同項

に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。 この場合において、 実施機関は、 利用停

止請求者に対し、 遅滞なく 、 延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。  

（ 審議会への諮問）  

第11条 実施機関は、 次の各号のいずれかに該当する場合において、 個人情報の適正な取扱いを確保

するため専門的な知見に基づく 意見を聴く ことが特に必要であると認めるときは、 春日部市情報公

開・ 個人情報保護審議会条例（ 平成17年条例第19号） 第１ 条に規定する春日部市情報公開・ 個人情

報保護審議会に諮問することができる。  

(１ )  この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、 その規定を改正し、 又は廃止

しよう とする場合 

(２ )  法第66条第１ 項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めよう とする場合 

(３ )  前２ 号に掲げる場合のほか、 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定
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めよう とする場合 

（ 実施状況の公表）  

第12条 市長は、 毎年度実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取り まとめ、 公表するもの

とする。  

（ 委任）  

第13条 この条例に定めるもののほか、 法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、 実施機関が定め

る。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  この条例は、 令和５ 年４ 月１ 日から施行する。  

（ 経過措置）  

２  次に掲げる者に係る改正前の春日部市個人情報保護条例（ 以下「 旧条例」 という 。 ） 第３ 条第３

項、 第４ 条第５ 項及び第14条第２ 項の規定によるその職務又は業務に関して知り 得た旧条例第２ 条

第４ 号に規定する個人情報（ 以下「 旧個人情報」 という 。 ） の内容をみだり に他人に知らせ、 又は

不当な目的に利用してはならない義務については、 この条例の施行後も、 なお従前の例による。  

(１ )  この条例の施行の際現に旧条例第２ 条第１ 号に規定する実施機関（ 以下「 旧実施機関」 とい

う 。 ） の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のう ち、 旧個

人情報の取扱いに従事していた者 

(２ )  この条例の施行の際現に旧条例第４ 条第３ 項に規定する指定管理業務（ 以下「 旧指定管理業

務」 という 。 ） に従事している者又はこの条例の施行前において旧指定管理業務に従事していた

者のう ち、 旧個人情報の取扱いに従事していた者 

(３ )  この条例の施行の際現に旧実施機関から委託を受けた旧個人情報に係る業務に従事している

者又はこの条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報に係る業務に従事して

いた者 

３  この条例の施行の日前に、 旧条例第19条、 第21条、 第21条の２ 及び第21条の３ の規定による請求

がされた場合における実施機関等が保有している旧条例第２ 条第７ 号に規定する自己情報（ 以下「 旧

保有個人情報」 という 。 ） の開示、 訂正及び削除並びに利用又は提供の中止については、 なお従前

の例による。  

４  次に掲げる者が、 正当な理由がないのに、 この条例の施行前において旧実施機関が保有していた

個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって特定の旧保有個

人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう に体系的に構成したもの（ その全部又は一

部を複製し、 又は加工したものを含む。 ） をこの条例の施行後に提供したときは、 ２ 年以下の懲役

又は100万円以下の罰金に処する。  

(１ )  この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機

関の職員であった者 

(２ )  この条例の施行の際現に旧指定管理業務に従事している者又はこの条例の施行前において旧

指定管理業務に従事していた者 

(３ )  この条例の施行の際現に旧実施機関から委託を受けた旧個人情報に係る業務に従事している

者又はこの条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報に係る業務に従事して

いた者 

５  前項各号に掲げる者が、 その業務に関して知り 得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有

していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しく は第三者の不正な利益を図る目的で提供

し、 又は盗用したときは、 １ 年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  

６  前２ 項の規定は、 春日部市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。  

７  法人（ 法人でない指定管理者で代表者又は管理者の定めのあるものを含む。 以下この項において

同じ。 ） の代表者又は法人若しく は人の代理人、 使用人その他の従業者が、 この条例の施行後にそ

の法人又は人の業務に関して附則第４ 項又は第５ 項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、 これらの項の罰金刑を科する。  
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８  偽りその他不正の手段により 、 この条例の施行後に附則第３ 項の規定による開示を受けた者は、

５ 万円以下の過料を科する。  

９  旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例による。  
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個人情報の保護に関する法律等施行細則 

春日部市個人情報保護条例施行規則（ 平成１ ７年規則第５ 号） の全部を改正する。  

（ 趣旨）

第１ 条 この規則は、 個人情報の保護に関する法律（ 平成１ ５ 年法律第５ ７ 号。 以下「 法」

という。 ） 及び個人情報の保護に関する法律施行条例（ 令和４ 年条例第１ ７ 号。 以下 

「 条例」 という。 ） の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

（ 定義）

第２ 条 この規則で使用する用語は、 法、 個人情報の保護に関する法律施行令（ 平成１ ５ 年

政令第５ ０ ７ 号。 以下「 令」 という。 ） 及び条例において使用する用語の例による。  

（ 個人情報ファイル簿の様式）  

第３ 条 法第７ ５ 条第１項の個人情報ファイル簿は、 個人情報ファイルについてこれを利用

する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿（ 単票） （ 様式第１ 号） の集合物とする。  

（ 個人情報取扱事務登録簿）  

第４ 条 条例第３ 条第１項の個人情報取扱事務登録簿は、 個人情報取扱事務ごとに作成する

個人情報取扱事務登録簿（ 単票） （ 様式第２ 号） の集合物とする。  

２  条例第３ 条第１ 項第１ ０ 号に規定する規則で定める事項は、 次に掲げるものとする。  

(1)  個人情報取扱事務を開始した日（ 全部が変更された後の個人情報取扱事務にあっては、

当該変更後の個人情報取扱事務を開始した日）  

(2)  個人情報取扱事務の一部を変更したときはその変更した日 

(3)  個人情報取扱事務を廃止（ 全部の変更を含む。 ） したときはその廃止した日 

(4)  取り扱う保有個人情報を利用目的以外の目的のため自ら利用する場合における当該利

用に係る個人情報取扱事務の名称 

(5)  取り扱う保有個人情報を提供する場合におけるその経常的な提供先の名称 

(6)  個人情報保護管理者 

(7)  前各号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める事項 

（ 個人情報保護管理者）  

第５ 条 条例第４ 条に規定する個人情報保護管理者は、 保有個人情報を取り扱う課（ 春日部

市総合支所設置条例（ 平成１ ７ 年条例第１ ４ 号） 第１ 条に定める総合支所及び課に相当す

る局、 館等を含む。 ） に置く 。  

資料１ -②
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２  個人情報保護管理者は、 課長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。  

（ 開示請求書等）  

第６ 条 法第７ ７ 条第１項に規定する開示請求書は、 保有個人情報開示請求書（ 様式第３

号） によるものとする。  

２  令第２ ２ 条第３ 項の規定により、 代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明す

る書類として提示し、 又は提出する委任状は、 次の各号に掲げる請求に応じ、 当該各号に

定める委任状によるものとする。  

(1)  個人情報に係る開示請求 委任状（ 様式第４ 号）  

(2)  特定個人情報に係る開示請求 委任状（ 様式第５ 号）  

３  保有個人情報開示請求書の提出は、 市政情報課長を経由して行わなければならない。  

４  法第７ ７ 条第３ 項の規定による補正の求めは、 請求者が直ちに補正する場合を除き、 補

正通知書（ 様式第６ 号） により行うものとする。  

（ 開示決定等に係る通知）  

第７ 条 法第８ ２ 条第１項又は第２ 項の規定による開示決定等に係る通知は、 次の各号に掲

げる開示決定等の区分に応じ、 当該各号に定める通知書によるものとする。  

(1)  法第８ ２ 条第１ 項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する

旨の決定 保有個人情報開示決定通知書（ 様式第７ 号）  

(2)  法第８ ２ 条第２ 項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決

定 保有個人情報不開示決定通知書（ 様式第８ 号）  

（ 開示決定等の期限の延長に係る通知）  

第８ 条 法第８ ３ 条第２項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、 保有個人情

報開示決定等期限延長通知書（ 様式第９ 号） によるものとする。  

 （ 開示決定等の期限の特例延長に係る通知）  

第９ 条 法第８ ４ 条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、 保有個人情報

開示決定等期限特例延長通知書（ 様式第１ ０ 号） によるものとする。  

（ 事案の移送に関する手続等）  

第１ ０ 条 実施機関は、 法第８ ５ 条第１ 項の規定により事案を移送する場合は、 移送をする

他の行政機関の長等に対し、 保有個人情報開示請求事案移送書（ 様式第１ １ 号） を交付す

るものとする。  

２  法第８ ５ 条第１ 項の規定による事案を移送した旨の通知は、 保有個人情報開示請求事案

移送通知書（ 様式第１ ２号） によるものとする。  
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（ 第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続）  

第１ １ 条 法第８ ６ 条第１ 項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う

通知は、 意見照会書（ 様式第１ ３ 号） によるものとする。  

２  法第８ ６ 条第２ 項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、 意見照

会書（ 様式第１ ４ 号） によるものとする。  

３  法第８ ６ 条第１ 項又は第２ 項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意

見書の提出は、 当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人

情報の開示決定等に関する意見書（ 様式第１ ５号） を提出して行うものとする。  

４  法第８ ６ 条第３ 項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに

行う通知は、 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書（ 様式第１ ６号）

によるものとする。  

（ 開示の実施等）  

第１ ２ 条 法第８ ７ 条第１ 項に規定する保有個人情報の開示は、 市長が指定する日時及び場

所において、 関係職員の立会いのもと、 実施機関の指定する方法により行うものとする。

この場合において、 開示を受けようとする者は、 本人等確認に必要な書類及び保有個人情

報開示決定通知書を提出し、 又は提示しなければならない。  

２  前項の場合において、 保有個人情報の閲覧を受ける者は、 当該保有個人情報を汚損し、

又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。  

３  市長は、 前項の規定に違反し、 又は違反するおそれのある者に対し、 保有個人情報の閲

覧を中止し、 又は禁止することができる。  

４  保有個人情報の写しの交付をするときの交付部数は、 請求があった保有個人情報１ 件に

つき１ 部とする。  

 （ 保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方

法）  

第１ ３ 条 法第８ ７ 条第１ 項の規定により、 実施機関が、 保有個人情報が電磁的記録に記録

されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、

次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、 当該各号に定める方法とする。 ただし、 第３

号アに定める方法以外の方法にあっては、 請求者が希望し、 かつ、 実施機関が現に保有す

る機器で容易に対処することができると認めたときに限る。  

(1)  音声データ 次のいずれかの方法 

ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取 

イ 光ディ スクに複製したものの交付 
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(2)  映像データ（ 写真等を表示する画像データを含む。 ）  次のいずれかの方法 

 ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴（ 写真等を表示する画像デ 

ータにあっては、 用紙に出力したものの閲覧を含む。 ）  

  イ 光ディ スクに複製したもの（ 写真等を表示する画像データにあっては、 用紙に出力

したものを含む。 ） の交付 

(3)  前２ 号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法 

  ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付 

  イ 光ディ スクに複製したものの交付 

  ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法 

 （ 開示の実施方法等の申出）  

第１ ４ 条 法第８ ７ 条第３ 項の規定による開示の実施の方法等の申出は、 保有個人情報の開

示の実施方法等申出書（ 様式第１ ７ 号） によるものとする。  

（ 写しの交付及び送付に要する費用）  

第１ ５ 条 条例第６ 条第２ 項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの

交付に要する費用及び令第２ ８ 条第４ 項に規定する写しの送付に要する費用は、 別表のと

おりとする。  

２  前項の写しの交付に要する費用は、 事務所における開示の実施にあっては現金により、

写しの送付の方法による開示の実施にあっては郵便為替又は現金書留により納付しなけれ

ばならない。  

３  第１ 項の写しの送付に要する費用は、 郵便為替又は現金書留で納付しなければならない。  

４  第２ 項及び前項の費用は、 前納とする。 ただし、 市長がやむを得ない理由があると認め

たときは、 この限りでない。  

（ 費用の減免）  

第１ ６ 条 条例第６ 条第３ 項に規定する負担すべき費用の額の減額又は免除の基準は、 次の

各号に掲げる者の区分に応じ、 当該各号に定めるとおりとする。  

(1)  生活保護法（ 昭和２５ 年法律第１ ４ ４ 号） の規定に基づき保護を受けている者 免除 

(2)  前号に定めるもののほか、 市長が特別の理由があると認めた者 減額又は免除 

２  負担すべき費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、 保有個人情報開示費用減額・

免除申請書（ 様式第１ ８号） により市長に申請しなければならない。  

３  前項の申請書には、 特定個人情報に係る本人が生活保護法第１ １ 条第１ 項各号に掲げる

扶助を受けていることを証明する書類その他特別の理由がある旨を証明する書類を添付し

なければならない。  
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４  市長は、 第２ 項の規定による申請があったときは、 審査のうえその可否を決定し、 保有

個人情報開示費用減額・ 免除決定通知書（ 様式第１ ９ 号） により申請した者に通知するも

のとする。  

 （ 訂正請求書等）  

第１ ７ 条 法第９ １ 条第１ 項の訂正請求書は、 保有個人情報訂正請求書（ 様式第２ ０号） に

よるものとする。  

２  訂正請求書には、 訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観

的な資料を添付することができる。  

３  令第２ ９ 条において準用する令第２ ２ 条第３ 項の規定により、 代理人が訂正請求をする

場合に代理人の資格を証する書類として提示し、 又は提出する委任状は、 次の各号に掲げ

る請求に応じ、 当該各号に定める委任状によるものとする。  

(1)  個人情報に係る訂正請求 委任状（ 様式第２ １ 号）  

(2)  特定個人情報に係る訂正請求 委任状（ 様式第２ ２号）  

４  保有個人情報訂正請求書の提出は、 市政情報課長を経由して行わなければならない。  

５  法第９ １ 条第３ 項の規定による補正の求めは、 請求者が直ちに補正する場合を除き、 補

正通知書（ 様式第２ ３ 号） により行うものとする。  

 （ 訂正決定等に係る通知）  

第１ ８ 条 法第９ ３ 条第１ 項又は第２ 項の規定による訂正決定等の通知は、 次の各号に掲げ

る訂正決定等の区分に応じ、 当該各号に定める通知書によるものとする。  

(1)  法第９ ３ 条第１ 項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保

有個人情報訂正決定通知書（ 様式第２ ４号）  

(2)  法第９ ３ 条第２ 項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書（ 様式第２ ５ 号）  

 （ 訂正決定等の期限の延長に係る通知）  

第１ ９ 条 法第９ ４ 条第２ 項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、 保有個人

情報訂正決定等期限延長通知書（ 様式第２ ６ 号） によるものとする。  

（ 訂正決定等の期限の特例延長に係る通知）  

第２ ０ 条 法第９ ５ 条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、 保有個人情

報訂正決定等期限特例延長通知書（ 様式第２ ７号） によるものとする。  

 （ 事案の移送に関する手続等）  

第２ １ 条 実施機関は、 法第９ ６ 条第１ 項の規定により事案を移送する場合は、 移送をする

他の行政機関の長等に対し、 保有個人情報訂正請求事案移送書（ 様式第２ ８ 号） を交付す
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るものとする。  

２  法第９ ６ 条第１ 項の規定による事案を移送した旨の通知は、 保有個人情報訂正請求事案

移送通知書（ 様式第２ ９号） によるものとする。  

 （ 保有個人情報の提供先への通知）  

第２ ２ 条 法第９ ７ 条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通

知は、 提供をしている保有個人情報の訂正決定に関する通知書（ 様式第３ ０ 号） によるも

のとする。  

 （ 利用停止請求書等）  

第２ ３ 条 法第９ ９ 条第１ 項の利用停止請求書は、 保有個人情報利用停止請求書（ 様式第 

３ １ 号） によるものとする。  

２  利用停止請求書には、 利用停止請求に係る保有個人情報が法第９ ８ 条第１項各号のいず

れかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。  

３  令第２ ９ 条において準用する令第２ ２ 条第３ 項の規定により、 代理人が利用停止請求を

する場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、 又は提出する委任状は、 次の各号

に掲げる請求に応じ、 当該各号に定める委任状によるものとする。  

(1)  個人情報に係る利用停止請求 委任状（ 様式第３ ２号）  

(2)  特定個人情報に係る利用停止請求 委任状（ 様式第３ ３ 号）  

４  保有個人情報利用停止請求書の提出は、 市政情報課長を経由して行わなければならない。  

５  法第９ ９ 条第３ 項の規定による補正の求めは、 請求者が直ちに補正する場合を除き、 補

正通知書（ 様式第３ ４ 号） により行うものとする。  

 （ 利用停止決定等の通知）  

第２ ４ 条 法第１ ０ １ 条第１ 項又は第２ 項の規定による利用停止決定等の通知は、 次の各号

に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、 当該各号に定める通知書によるものとする。  

(1)  法第１ ０ １ 条第１ 項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨

の決定 保有個人情報利用停止決定通知書（ 様式第３ ５ 号）  

(2)  法第１ ０ １ 条第２ 項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない

旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書（ 様式第３ ６ 号）  

 （ 利用停止決定等の期限の延長に係る通知）  

第２ ５ 条 法第１ ０ ２ 条第２ 項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、 保

有個人情報利用停止決定等期限延長通知書（ 様式第３ ７号） によるものとする。  

（ 利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知）  

第２ ６ 条 法第１ ０ ３ 条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、 保有
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個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書（ 様式第３８ 号） によるものとする。  

 （ 審査会への諮問）  

第２ ７ 条 法第１ ０ ５ 条第３ 項において準用する同条第１ 項の規定による諮問は、 次の各号

に掲げる決定等の区分に応じ、 当該各号に定める諮問書によるものとする。  

(1)  開示決定等 諮問書（ 様式第３ ９ 号）  

(2)  訂正決定等 諮問書（ 様式第４ ０ 号）  

(3)  利用停止決定等 諮問書（ 様式第４ １ 号）  

(4)  開示請求、 訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書（ 様式第４ ２号）  

２  法第１ ０ ５ 条第３ 項において準用する同条第２ 項の規定による諮問をした旨の通知は、

諮問通知書（ 様式第４ ３号） によるものとする。  

（ 実施状況の公表）  

第２ ８ 条 条例第１ ２ 条の規定による実施状況の公表は、 次に掲げる事項について、 春日部

市広報及び市のホームページへの掲載により行うものとする。  

(1)  個人情報を取り扱う事務の登録の状況 

 (2)  保有個人情報の開示等の請求状況 

(3)  保有個人情報の開示等の請求に対する決定状況 

(4)  前各号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める事項 

（ その他）  

第２ ９ 条 この規則に定めるもののほか、 必要な事項は、 別に定める。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  この規則は、 令和５年４ 月１ 日から施行する。  

（ 経過措置）  

２  この規則の施行の日前に、 改正前の春日部市個人情報保護条例施行規則の規定によりな

された処分、 手続その他の行為は、 この規則の相当規定によりなされた処分、 手続その他

の行為とみなす。  

別表（ 第１ ５ 条関係）  

区分 金額 

写しの交付に要す

る費用 

Ａ 列３ 番又は４ 番の場合 白黒 １ 枚 ２ ０ 円

カラー １ 枚 ４０ 円

光ディ スクにより複製を作成する場合 １ 枚 １０ ０ 円
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その他の場合 実費相当額 

写しの送付に要する費用 郵送等の料金に相当す

る額 

備考 

１  区分欄の写しの大きさは、 日本産業規格による。  

２  １ 枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、 ２ 枚として計算する。  
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様式第１号（ 第３ 条関係）

個人情報ファイル簿（ 単票）

個人情報ファイルの名称

実施機関の名称

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称

部 課 担当

電話番号    （     ）       内線

個人情報ファイルの 

利用目的 

記録項目

記録範囲  

記録情報の収集方法 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、 その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（ 名称）  

（ 所在地）  

（ 名称）  

（ 所在地）  

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

個人情報ファイルの 

種別

□ 法第60条第２項第１号 

（ 電算処理ファイル）
□ 法第60条第２項第２号 

（ マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当するファイル   

□ □有  無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

行政機関等匿名加工情報

の概要 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

記録情報に条例要配慮個

人情報が含まれていると

きはその旨 

備考 

登録番号  
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様式第２号（ 第４ 条関係）  

個人情報取扱事務登録簿（ 単票）  

事務の名称 

事務の目的 

（ 利用目的）  

事務開始日 事務変更日 事務廃止日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

対象者の範囲 

対象者数
□ 1, 000人以上（ 個人情報ファイルの名称：                 ）  

□ 1, 000人未満

個
人
情
報
の
項
目

一般的取扱項目 

基本的情報 
財産等に関する

情報 

生活状況に関する

情報

経歴等に関す

る情報

心身に関す

る情報 

□ 氏名

□ 住所・ 居所 

□ 性別

□ 生年月日・ 年齢

□ 国籍・ 本籍 

□ 個人識別符号

 □ 個人番号

 □ 旅券番号

 □ 基礎年金番号 

□ 免許証番号 

□ 保険証等番号 

□  

□  

□ 財産・ 収入

□ 納税状況

□ 公的扶助

□ 権利関係

□ 金融機関名・

口座番号

□      

□ 親族関係

□ 婚姻歴

□ 家庭状況

□ 居住関係

□ 住居の間取り

□ 相談・ 要望等

□ 電話番号・ FAX 

番号 

□ メールアドレス 

□ 趣味 

□  

□ 職業・ 職歴

□ 学業・ 学歴

□ 資格・ 免許

□ 賞罰

□ 成績・ 評価

□ 所見

□      

□ 健康状態

□ 身体的特 

性・ 能力 

□ 容貌  

□      

要配慮個人情報 

□ □ □ □ □ □人種 信条  社会的身分 病歴  犯罪の経歴 犯罪被害の事実  

□ □ □心身機能の障害 健康診断等検査結果  医師等による指導・ 診療・ 調剤情報 

□ □ □        刑事事件の手続 少年の保護事件の手続 

個人情報の取得先

□ 本人から取得

□ 本人以外から取得

□ □同一実施機関 他実施機関

□ □他官公署 公共的・ 公益団体

□ □ □民間事業者 私人 その他

本人以外の場合の取得先

法令等の定め

番号利用法第19条第     号該当

目的外利用 

（ 他事務の利用）
□ □有  無 

目的外利用を行う事務名

□ □提供 有  無 
経常的な提供先：

□ □委託 有  無 

処理・ 保存形態 

処理形態 保存形態

□ 電算処理

□ マニュアル処理

□ サーバー（ ネット ワーク）

□ 電磁的記録媒体

□ 紙媒体

担当課・ 担当 
部           課         担当 

電話番号    （     ）       内線

個人情報保護管理者 登録番号

備考 
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様式第３号（ 第６ 条関係）  

保有個人情報開示請求書

年    月    日

春日部市長 あて

（ ふ り が な ）

氏    名                             

住所又は居所 〒

電 話 番 号        （      ）               

個人情報の保護に関する法律第77条第１ 項の規定に基づき、 下記のとおり保有個人情報の開示を請求します。  

記 

１  開示を請求する保有個人情報（ 具体的に特定してく ださい。）

２  求める開示の実施方法等（ 本欄の記載は任意です。）

② ○ □はア又はイに 印を付してく ださい。 アを選択した場合は、 実施の場所を の中にレ印してく ださい。

① □ □ □ □実施の方法 閲覧  写しの交付 （  紙 電磁的記録媒体 ）

② 開示の場所 ア 市政情報室における開示の実施を希望する。

□ □＜実施の場所＞ 市政情報室（  春日部市役所  庄和総合支所 ）

イ 写しの送付を希望する。

３  本人確認等  

□ □ □ア 開示請求者    本人  法定代理人  任意代理人

イ 請求者本人確認書類

□ □ □運転免許証  健康保険被保険者証 個人番号カード又は住民基本台帳カード（ 住所記載のあるもの）

□ 在留カード、 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

□ その他（                                  ）

※ 請求書を送付して請求をする場合には、 加えて住民票の写し等を添付してく ださい。

ウ 本人の状況等（ 法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してく ださい。）  

□ □ □(ア)  本人の状況  未成年者（     年  月  日生）   成年被後見人 任意代理人委任者 

(イ) 本人の氏名

（ ふ り が な ）

(ウ)  本人の住所又は居所                                     

エ 法定代理人が請求する場合、 次のいずれかの書類を提示し、 又は提出してく ださい。

請求資格確認書類   □ 戸籍謄本  □ □登記事項証明書  その他（      ）

オ 任意代理人が請求する場合、 次の書類を提示し、 又は提出してく ださい。

請求資格確認書類   □ 委任状   □ その他（      ）

事
務
処
理
欄

請求番号 第       号 受付印

法定期限 年   月   日

担  当
部         課         担当

電話番号      （     ）       内線    

備  考
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（ 説明）  

１ 「 氏名」、「 住所又は居所」
本人の氏名（ 旧姓も可） 及び住所又は居所を記載してく ださい。 ここに記載された氏名及び住所又は居所

により開示決定通知等を行うことになりますので、 正確に記載してく ださい。  
また、 連絡を行う際に必要になりますので、 電話番号も記載してく ださい。  
なお、 法定代理人又は任意代理人（ 以下「 代理人」 という。） による開示請求の場合には、 代理人の氏名、

住所又は居所及び電話番号を記載してく ださい。  

２ 「 開示を請求する保有個人情報」
開示を請求する保有個人情報が記録されている行政文書等や個人情報ファイルの名称など、 開示請求する

保有個人情報を特定できるような情報を具体的に記載してく ださい。  

３ 「 求める開示の実施方法等」
開示を受ける場合の開示の実施の方法（ 実施の方法、 開示の場所） について、 希望がありましたら記載し

てく ださい。 なお、 実施の方法は市の機関の定めるところによりますので、 希望する方法に対応できない場
合があります。  

開示の実施の方法等については、 開示決定後に提出していただく 「 保有個人情報の開示の実施方法等申出
書」 により、 別途申し出ることもできます。  

４ 本人確認書類等
(1) 来所による開示請求の場合

来所して開示請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第22条に規定する
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード（ 住民基本台帳カード（ 注）、ただし個人番号通知カ
ードは不可）、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住
所・ 氏名が記載されている書類を提示し、 又は提出してく ださい。 どのような書類が本人確認書類に当た
るのか分からない場合や、 これらの本人確認書類の提示又は提出ができない場合は、 開示請求窓口に事前
に相談してく ださい。  

（ 注） 住民基本台帳カードは、 その効力を失うか、 個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードと
みなされ、 引き続き使用可能です。  

(2) 送付による開示請求の場合
保有個人情報開示請求書を送付して保有個人情報の開示請求をする場合には、 (1)の本人確認書類を複

写機により複写したものに併せて、住民票の写し（ ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限
ります。） を提出してく ださい。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出
は認められません。 住民票の写しが提出できない場合は、 開示請求窓口に事前に相談してく ださい。  

なお、 個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、 表面のみ複写し、 住民票の写し
については、 個人番号の記載がある場合、 当該個人番号を黒塗りしてく ださい。  

また、 被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、 保険者番号及び被保険者等記号・ 番
号を黒塗りにしてく ださい。  

(3) 代理人による開示請求の場合
「 本人の状況等」 欄は、 代理人による開示請求の場合にのみ記載してく ださい。 必要な記載事項は、 保

有個人情報の本人の状況、 氏名及び本人の住所又は居所です。  
代理人のうち、 法定代理人が開示請求をする場合には、 戸籍謄本、 戸籍抄本、 成年後見登記の登記事項

証明書その他法定代理人であることを証明する書類（ ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに
限ります。） を提示し、又は提出してく ださい。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書
類は、 市町村等が発行する公文書であり、 その複写物による提示又は提出は認められません。  

代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類（ ただし、
開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提出してく ださい。ただし、委任状については、
委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一に限り発行さ
れる書類の写しを併せて提出してく ださい。 なお、 委任状は、 その複写物による提出は認められません。  
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様式第４号（ 第６ 条関係）  

委  任  状 

（ 代理人） 住     所 〒

氏     名                               

上記の者を代理人と定め、 下記の事項を委任します。  

記 

１  個人情報の開示請求を行う権限

２  開示請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限

３  開示決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限

４  開示決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限

５  開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定通知を受ける権限及び開示請求に係る個

人情報の全部を開示しない旨の決定通知を受ける権限

６  開示の実施の方法その他政令で定める事項を申し出る権限及び開示の実施を受ける権限

      年  月  日

（ 委任者） 住     所 〒

氏     名                               

連絡先電話番号         （     ）                 

（ 注）  委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一

に限り発行される書類の複写物を添付してく ださい。  
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様式第５号（ 第６ 条関係）  

委  任  状 

（ 代理人） 住     所 〒

氏     名                               

上記の者を代理人と定め、 下記の事項を委任します。  

記 

１  特定個人情報の開示請求を行う権限

２  開示請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限

３  開示決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限

４  開示決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限

５  開示請求に係る特定個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定通知を受ける権限及び開示請求に係

る特定個人情報の全部を開示しない旨の決定通知を受ける権限

６  開示の実施の方法その他政令で定める事項を申し出る権限及び開示の実施を受ける権限

７  開示請求に係る写しの交付に要する費用の減額・ 免除申請を行う権限並びに開示請求に係る写しの交

付に要する費用を減額又は免除する旨の決定通知を受ける権限及び開示請求に係る写しの交付に要する

費用を減額又は免除しない旨の決定通知を受ける権限

      年  月  日

（ 委任者） 住     所 〒

氏     名                               

連絡先電話番号        （      ）                 

（ 注）  委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一

に限り発行される書類の複写物を添付してく ださい。  
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様式第６号（ 第６ 条関係）  

第     号  

年  月  日   

様

春日部市長 印

補 正 通 知 書 

      年  月  日付けで請求のあった保有個人情報については、 次のとおり不備がありますの

で、 個人情報の保護に関する法律第77条第３項の規定に基づき、 補正を求めます。  

記 

開示請求に係

る保有個人情

報の名称等

補正を要する

事項

補正期限 年  月  日

補正の参考と

なる情報

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部     課       担当 

電話番号：   （    ）     （ 内線：    ）  
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様式第７号（ 第７ 条関係）  

第     号 

年 月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報開示決定通知書

年 月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第82条第１項の規定に基づき、 下記のとおり開示することに決定しましたので通知します。

記

１ 開示する保有個人情報（  全部開示 ・  部分開示 ）

２ 不開示とした部分とその理由

（ 教示）  

１  この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１ 年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

３  開示する保有個人情報の利用目的

４  開示の実施の方法等

□ □ □ □(１ )  開示の実施方法 閲覧 写しの交付 （  紙 電磁的記録媒体 ）  

(２ )  市政情報室における開示を実施することができる日時及び場所 

期  間：   月  日から  月  日まで（ 土・ 日曜、 祝祭日を除く 。）  

時  間：  

□ □場  所： 市政情報室（  春日部市役所  庄和総合支所 ）  

(３ )  写しの作成に要する費用、 送付に要する費用 

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部     課      担当 

電話番号：  （    ）     （ 内線：    ） 
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様式第８号（ 第７ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長            印

保有個人情報不開示決定通知書

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第82条第２項の規定により、 下記のとおり全部を開示しないことに決定したので通知します。  

記 

開示請求に係る

保有個人情報の

名称等 

開示をしないこ

ととした理由 

（ 教示）  

１  この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１ 年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

＜本件連絡先＞ 

春日部市     部      課      担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第９号（ 第８ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長           印

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第 83 条第２ 項の規定により、 下記のとおり開示決定等の期限を延長することとしましたので通知しま

す。  

記 

開示請求に係

る保有個人情

報の名称等 

延長後の期間     日（ 開示決定等期限    年  月  日）  

延長の理由 

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：    ）  
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様式第１０号（ 第９条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長           印

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第84条の規定により、下記のとおり開示決定等の期限を延長することとしましたので通知します。  

記 

開示請求に係る

保有個人情報の

名称等 

法第 84 条の規

定（ 開示決定等

の期限の特例）

を適用する理由 

残りの保有個人

情報について開

示決定等をする

期限

（     年  月  日までに可能な部分について開示決定等を行い、 残りの

部分については、 次に掲載する期限までに開示決定等を行う予定です。）  

    年  月  日 

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：    ）  
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様式第１１号（ 第１０ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報開示請求事案移送書

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案について、 個人情報の

保護に関する法律第85条第１ 項の規定により、 下記のとおり移送します。  

記

開示請求に係る保有

個人情報の名称等 

開示請求者氏名等 

氏 名：  

住所又は居所：  

連  絡  先：  

法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合

本人の状況 □ 未成年者（    年 月 日生）  □ 成年被後見人

□ 任意代理人委任者

本人の氏名

本人の住所又は居所

添付資料等 

・ 開示請求書

・ 移送前に行った行為の概要記録

・

・

備考

（ 複数の他の行政機関の長等に移送する場合には、 その旨）  

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第１２号（ 第１０ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報開示請求事案移送通知書

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案については、 個人情報

の保護に関する法律第85条第１項の規定により、 下記のとおり移送したので通知します。  

なお、 保有個人情報の開示決定等は、 下記の移送先の行政機関等において行われます。  

記

開示請求に係る保有個人

情報の名称等 

移送をした日     年  月  日 

移送の理由

移送先の行政機関の長等 

（ 行政機関の長等）  

（ 連絡先）  

部課室担当名：  

所 在 地：  

電 話 番 号：     （     ）  

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第１３号（ 第１１ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

意 見 照 会 書

（ あなた、 貴社等） に関する情報が含まれている保有個人情報について、 個人情報の保護に関する法律

第77条第１ 項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とする

ため、 同法第86条第１ 項の規定に基づき、 御意見を伺うこととしました。  

つきましては、 お手数ですが、 当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、 同封した

「 保有個人情報の開示決定等に関する意見書」 を提出していただきますようお願いします。  

なお、 提出期限までに意見書の提出がない場合には、 特に御意見がないものとして取り扱わせていただ

きます。  

記 

開示請求に係る保有個

人情報の名称等 

開示請求の年月日 年  月  日 

開示請求に係る保有個

人情報に含まれている

（ あなた、 貴社等） に

関する情報の内容 

意見書の提出先 

部           課        担当

電話番号    （    ）          内線

意見書の提出期限 年    月    日

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第１４号（ 第１１ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

意 見 照 会 書 

（ あなた、 貴社等） に関する情報が含まれている保有個人情報について、 個人情報の保護に関する法律

第77条第１ 項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とする

ため、 同法第86条第２ 項の規定に基づき、 御意見を伺うこととしました。  

つきましては、 お手数ですが、 当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、 同封した

「 保有個人情報の開示決定等に関する意見書」 を提出していただきますようお願いします。  

なお、 提出期限までに意見書の提出がない場合には、 特に御意見がないものとして取り扱わせていただ

きます。  

記 

開示請求に係る保有個

人情報の名称等 

開示請求の年月日 年  月  日 

法第86条第２項第１ 号

又は第２ 号の規定の適

用区分及びその理由

適用区分 □ 第１号  □ 第２号 

（ 適用理由）  

開示請求に係る保有個

人情報に含まれている

（ あなた、 貴社等） に

関する情報の内容 

意見書の提出先 

部           課        担当

電話番号    （    ）          内線

意見書の提出期限 年  月  日 

＜本件連絡先＞ 

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第１５号（ 第１１ 条関係）  

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

年  月  日

春日部市長 あて 

（ ふりがな）

氏名又は名称                             

（ 法人その他の団体にあっては、 その団体の代表者名）

住所又は居所 〒

（ 法人その他の団体にあっては、 その主たる事務所の所在地）

年  月  日付けで照会のあった保有個人情報の開示について、 下記のとおり意見を提出し

ます。  

記 

開示請求に係る保有個

人情報の名称等 

開示に関しての御意見 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がない。  

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がある。  

(１ )  支障（ 不利益） がある部分 

(２ )  支障（ 不利益） の具体的理由 

連絡先 

28



（ 説明）  

１ 「 開示に関しての御意見」

保有個人情報を開示されることについて「 支障がない」 場合、「 支障がある」 場合のいずれか該当

□する にレ点を記入してく ださい。  

また、「 支障がある」 を選択された場合には、（ 1） 支障がある部分、（ 2） 支障の具体的理由につい

て記載してく ださい。  

２ 「 連絡先」

本意見書の内容について、 内容の確認等をする場合がありますので、 確実に連絡が取れる電話番

号等を記載してく ださい。  

３ 本件連絡先

本件の記載方法、 内容等について不明な点がありましたら、 次の連絡先に連絡してく ださい。  

春日部市     部    課    担当 

電話番号：     （    ）      （ 内線：    ）  
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様式第１６号（ 第１１ 条関係）  

第     号 

年 月  日 

様

春日部市長 印

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書 

（ あなた、 貴社等） から    年 月  日付けで「 保有個人情報の開示決定等に関する意見書」

の提出がありました保有個人情報については、 下記のとおり開示決定しましたので、 個人情報の保護に関

する法律第86条第３項の規定により通知します。  

記 

開示請求に係る保有

個人情報の名称等 

開示することとした

理由 

開示決定をした日 年 月  日 

開示を実施する日 年 月  日 

（ 教示）  

１ この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、 その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１ 年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

＜本件連絡先＞

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第１７号（ 第１４ 条関係）  

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

年 月  日

春日部市長 あて 

（ ふりがな）

氏 名

住所又は居所 〒

電 話 番 号      （     ）             

個人情報の保護に関する法律第87条第３ 項の規定に基づき、 下記のとおり申し出ます。  

記 

１ 保有個人情報開示決定通知書の番号等 

文書番号  

日  付

２  求める開示の実施方法 

開示請求に係る保有

個人情報の名称等 

実 施 方 法 

(1) 閲覧
① 全部 

② 一部（              ）  

(2) 写しの交付
① 全部 

② 一部（              ）  

(3) その他（     ）
① 全部 

② 一部（              ）  

※ 写しの交付を選択する場合は、 交付を受ける際、 写しの交付に要する費用の納付が必要になります。  

３  開示の実施を希望する日 

年  月  日 午前 ・  午後 

４  「 写しの送付」 の希望の有無 

有 ： 写しの送付に要する費用の額    円 

無 

※  写しの送付を希望する場合は、 写しの交付に要する費用及び送付に要する費用の納付が必要になります。  

＜本件連絡先＞ 
春日部市    部      課       担当 
電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）
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様式第１８号（ 第１６ 条関係）  

年  月  日 

保有個人情報開示費用減額・ 免除申請書

春日部市長 あて

（ ふりがな）

氏 名

住所又は居所 〒

電 話 番 号      （      ）             

個人情報の保護に関する法律施行条例第６条第３項の規定により、 下記のとおり、 費用の減額・ 免除を

受けたいので申請します。  

記

１  費用の減額・ 免除を受けたい理由等

種 別 □ 減額   □ 免除

申請理由及び

添付書類

① 生活保護法（ 昭和25年法律第144号） 第11条第１ 項第   号に掲げる扶助を受けている

ため。  

② その他（ 具体的な理由                         ）  

① ②（ 注）・ 又は のいずれかに〇印を付してく ださい。  

①   ・ に〇を付した場合は、 生活保護法第11条第１ 項のうち該当する号を記載するとともに、  

    当該扶助を受けていることを証明する書類を添付してく ださい。

②・ に〇を付した場合は、その理由を具体的に記載するとともに、 その事実を証明する

書類を添付してく ださい。

２  本人の状況等（ 法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してく ださい。）

□ □ □(ア)  本人の状況  未成年者（     年  月  日生）   成年被後見人 任意代理人委任者 

(イ) 本人の氏名

（ ふ り が な ）

(ウ)  本人の住所又は居所                                    
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様式第１９号（ 第１６ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長           印 

保有個人情報開示費用減額・ 免除決定通知書 

年  月  日付けで申請のあった保有個人情報開示費用の減額・ 免除申請について、 下記の

とおり、 決定しましたので通知します。  

記 

減額・ 免除の

内容

□ 減額（ 減額する金額 円）

□ 免除（ 免除する金額 円）

減額・ 免除

しない理由

（ 教示）  

１  この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１ 年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

＜本件連絡先＞

春日部市 部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  

33



様式第２０号（ 第１７ 条関係）  

保有個人情報訂正請求書

年  月  日

春日部市長 あて 

（ ふりがな）

氏    名                              

住所又は居所 〒

電 話 番 号        （      ）                

個人情報の保護に関する法律第91条第１ 項の規定に基づき、 下記のとおり保有個人情報の訂正を請求します。  

記 

訂正請求に係る保有個人情報

の開示を受けた日 
年  月  日 

開示決定に基づき開示を受け

た保有個人情報

開示決定通知書の文書番号：

日  付：     年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等 

訂正請求の趣旨及び理由 

（ 趣旨）  

（ 理由）  

１  訂正 □  □ □請求者    本人  法定代理人  任意代理人

２  請求者本人確認書類

□ 運転免許 □証  健康保険被保険 □者証 個人番号カード又は住民基本台帳カード（ 住所記載のあるもの）

□ 在留カード、 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

□ その他（                                  ）

※ 請求書を送付して請求をする場合には、 加えて住民票の写し等を添付してく ださい。

３  本人の状況等（ 法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してく ださい。）  

□ □ □ア 本人の状況  未成年者（     年  月  日生）   成年被後見人 任意代理人委任者 

イ 本人の氏名

（ ふ り が な ）

ウ 本人の住所又は居所                                     

４  法定代理人が請求する場合、 次のいずれかの書類を提示し、 又は提出してく ださい。

請求資格確認書類   □ 戸籍謄本  □ 登 □記事項証明書  その他（      ）

５  任意代理人が請求する場合、 次の書類を提示し、 又は提出してく ださい。

請求資格確認書類   □ 委任状   □ その他（           ）

事
務
処
理
欄

請求番号 第       号 受付印

法定期限 年   月   日

担  当
部 課 担当

電話番号      （     ）       内線

備 考
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（ 説明）  
１ 「 氏名」「 住所又は居所」

本人の氏名及び住所又は居所を記載してく ださい。 ここに記載された氏名及び住所又は居所により訂正決
定通知等を行うことになりますので、 正確に記入してく ださい。  

また、 連絡を行う際に必要になりますので、 電話番号も記載してく ださい。  
なお、 法定代理人又は任意代理人（ 以下「 代理人」 という。） による訂正請求の場合には、 代理人の氏名、

住所又は居所及び電話番号を記載してく ださい。  

２ 「 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」
① ②３ 及び に掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してく ださい。  

３ 「 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」
「 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」 の名称を記載してく ださい。なお、個人情報の保護に関す

る法律（ 以下「 法」 という。） により保有個人情報の訂正請求ができるのは次に掲げるものです。  
① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報（ 法第90条第１ 項第１ 号）  
② 開示決定に係る保有個人情報であって、 法第88条第１ 項の他の法令の規定により開示を受けたもの 
（ 法第90条第１項第２号）  

４ 「 訂正請求の趣旨及び理由」
(1) 訂正請求の趣旨

どのような訂正を求めるかについて簡潔に記載してく ださい。  

(2) 訂正請求の理由
訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してく ださい。 なお、 本欄に記載しきれない場合

には、 本欄を参考に別葉に記載し、 本請求書に添付して提出してく ださい。  

５ 訂正請求の期限について
訂正請求は、 法第90条第３項の規定により、 保有個人情報の開示を受けた日から 90日以内にしなければ

ならないこととなっています。  

６ 本人確認書類等
(1) 来所による訂正請求の場合

来所して訂正請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第29条において読
み替えて準用する同令第22条（ 第４ 項及び第５項を除く 。） に規定する運転免許証、 健康保険の被保険者
証、 個人番号カード（ 住民基本台帳カード（ 注）、 ただし個人番号通知カードは不可）、 在留カード、 特別
永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・ 氏名が記載されている書類
を提示し、 又は提出してく ださい。 どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、 本人
確認書類の提示又は提出ができない場合は、 訂正請求窓口に事前に相談してく ださい。  

（ 注） 住民基本台帳カードは、 その効力を失うか、 個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードと
みなされ、 引き続き使用可能です。  

(2) 送付による訂正請求の場合
   保有個人情報訂正請求書を送付して保有個人情報の訂正請求をする場合には、 (1)の本人確認書類を複

写機により複写したものに併せて、住民票の写し（ ただし、訂正請求の前30日以内に作成されたものに限
ります。） を提出してく ださい。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出
は認められません。 住民票の写しが提出できない場合は、 訂正請求窓口に事前に相談してく ださい。  

なお、 個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、 表面のみ複写し、 住民票の写し
については、 個人番号の記載がある場合、 当該個人番号を黒塗りしてく ださい。  

また、 被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、 保険者番号及び被保険者等記号・ 番
号を黒塗りにしてく ださい。  

(3) 代理人による訂正請求の場合
「 本人の状況等」 欄は、 代理人による訂正請求の場合にのみ記載してく ださい。 必要な記載事項は、 保

有個人情報の本人の状況、 氏名及び本人の住所又は居所です。  
代理人のうち、 法定代理人が訂正請求をする場合には、 戸籍謄本、 戸籍抄本、 成年後見登記の登記事項

証明書その他法定代理人であることを証明する書類（ ただし、訂正請求の前30日以内に作成されたものに
限ります。） を提示し、又は提出してく ださい。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書
類は、 市町村等が発行する公文書であり、 その複写物による提示又は提出は認められません。  

代理人のうち、任意代理人が訂正請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類（ ただし、
訂正請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提出してく ださい。ただし、委任状については、
委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一に限り発行さ
れる書類の写しを併せて提出してく ださい。 なお、 委任状は、 その複写物による提出は認められません。  
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様式第２１号（ 第１７ 条関係）  

委  任  状 

（ 代理人） 住     所  〒

氏     名                                

上記の者を代理人と定め、 下記の事項を委任します。  

記 

１  個人情報の訂正請求を行う権限

２  訂正請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限

３  訂正決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限

４  訂正決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限

５  訂正請求に係る個人情報を訂正する旨の決定通知を受ける権限及び訂正請求に係る個人情報を訂正し

ない旨の決定通知を受ける権限

      年  月  日

（ 委任者） 住     所  〒

氏     名                                

連絡先電話番号          （     ）                 

（ 注）  委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一

に限り発行される書類の複写物を添付してく ださい。  
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様式第２２号（ 第１７ 条関係）  

委  任  状 

（ 代理人） 住     所  〒

氏     名                                

上記の者を代理人と定め、 下記の事項を委任します。  

記 

１  特定個人情報の訂正請求を行う権限

２  訂正請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限

３  訂正決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限

４  訂正決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限

５  訂正請求に係る特定個人情報を訂正する旨の決定通知を受ける権限及び訂正請求に係る特定個人情報

を訂正しない旨の決定通知を受ける権限

      年  月  日

（ 委任者） 住     所 〒

氏     名                               

連絡先電話番号         （     ）                 

（ 注）  委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一

に限り発行される書類の複写物を添付してく ださい。  
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様式第２３号（ 第１７ 条関係）  

 第     号  

年  月  日   

様

春日部市長 印

補 正 通 知 書 

      年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、 次のとおり不備がありま

すので、 個人情報の保護に関する法律第91条第３項の規定に基づき、 補正を求めます。  

記 

開示決定に基

づき開示を受

けた保有個人

情報の名称等

補正を要する

事項

補正期限 年  月  日

補正の参考と

なる情報

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）     （ 内線：     ）  
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様式第２４号（ 第１８ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報訂正決定通知書 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第93条第１項の規定により、 下記のとおり訂正することと決定したので通知します。  

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

訂正請求の趣旨 

訂正決定をする内容

及び理由 

（ 訂正内容）  

（ 訂正理由）  

（ 教示）  

１  この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１ 年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第２５号（ 第１８ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第93条第２項の規定により、 訂正をしない旨の決定をしたので、 下記のとおり通知します。  

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

訂正をしないことと

した理由 

（ 教示）  

１  この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１ 年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１ 年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第２６号（ 第１９ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第 94 条第２ 項の規定により、 下記のとおり訂正決定等の期限を延長することとしましたので通知しま

す。  

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

延長後の期間 日（ 訂正決定等期限     年  月  日）  

延長の理由 

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第２７号（ 第２０ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第95条の規定により、下記のとおり訂正決定等の期限を延長することとしましたので通知します。  

記 

訂正請求に係る保有個

人情報の名称等 

法第95条の規定（ 訂正

決定等の期限の特例）を

適用する理由 

訂正決定等をする期限 年  月  日 

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第２８号（ 第２１ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報訂正請求事案移送書 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第96条第１項の規定により、 下記のとおり移送します。  

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

訂正請求者名等 

氏    名：

住所又は居所：

連  絡  先：

法定代理人又は任意代理人による訂正請求の場合 

本人の状況  □ 未成年者（    年 月 日生）  □ 成年被後見人 

□ 任意代理人委任者 

本人の氏名                           

本人の住所又は居所                       

添付資料等 

・ 訂正請求書 

・ 移送前に行った行為の概要記録 

・  

・  

備考 

（ 複数の他の行政機関の長等に移送する場合には、 その旨）  

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第２９号（ 第２１ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

保有個人情報訂正請求事案移送通知書 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法

律第96条第１項の規定により、 下記のとおり事案を移送しましたので通知します。  

なお、 保有個人情報の訂正決定等は、 下記の移送先の行政機関等において行われます。  

記 

訂正請求に係る保有個人

情報の名称等 

移送をした日     年  月  日 

移送の理由 

移送先の行政機関の長等 

（ 行政機関の長等）  

（ 連絡先）  

部課室担当名：

所 在 地：

電 話 番 号：     （     ）  

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第３０号（ 第２２ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長 印

提供をしている保有個人情報の訂正決定に関する通知書 

（ 他の行政機関の長等） に提供している下記の保有個人情報については、 個人情報の保護に関する法律

第92条の規定により訂正を実施しましたので、 同法第97条の規定により通知します。  

記 

訂正請求に係る保有

個人情報の名称等 

訂正請求者の氏名等

保有個人情報を特定

するための情報 

（ 氏名、 住所等）  

訂正請求の趣旨 

訂正決定をする内容

及び理由 

（ 訂正内容）  

（ 訂正理由）  

＜本件連絡先＞

春日部市    部 課 担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第３１号（ 第２３ 条関係）  

保有個人情報利用停止請求書

年  月  日

春日部市長  あて 

（ ふりがな）

氏    名                            

住所又は居所 〒

電 話 番 号        （      ）               

個人情報の保護に関する法律第 99 条第１項の規定に基づき、 下記のとおり保有個人情報の利用停止を請求しま

す。  

記 

利用停止請求に係る保有個人

情報の開示を受けた日 
年  月  日 

開示決定に基づき開示を受け

た保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：

日  付：     年   月   日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等 

法第98条第１項第１号又は第

２ 号の規定の利用停止請求の

趣旨及び理由 

（ 趣旨）  

□ →  □ □第１号該当 利用の停止  消去 

□ →  第２号該当 提供の停止 

（ 理由）  

□ □ □１  利用停止請求者    本人  法定代理人  任意代理人

２  請求者本人確認書類

□ □ □運転免許証  健康保険被保険者証 個人番号カード又は住民基本台帳カード（ 住所記載のあるもの）

□ 在留カード、 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

□ その他（                                  ）

※ 請求書を送付して請求をする場合には、 加えて住民票の写し等を添付してく ださい。

３  本人の状況等（ 法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してく ださい。）  

□ □ □ア 本人の状況  未成年者（     年  月  日生）   成年被後見人 任意代理人委任者 

イ 本人の氏名

（ ふ り が な ）

ウ 本人の住所又は居所                                     

４  法定代理人が請求する場合、 次のいずれかの書類を提示し、 又は提出してく ださい。

請求資格確認書類   □ 戸籍謄本  □ □登記事項証明書  その他（      ）

５  任意代理人が請求する場合、 次の書類を提示し、 又は提出してく ださい。

請求資格確認書類   □ 委任状   □ その他（               ）

事
務
処
理
欄

請求番号 第     号 受付印

法定期限 年  月  日

担  当
部         課         担当

電話番号      （     ）       内線    

備  考
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（ 説明）  
１ 「 氏名」、「 住所又は居所」

本人の氏名及び住所又は居所を記載してく ださい。 ここに記載された氏名及び住所又は居所により利用停止決
定通知等を行うことになりますので、 正確に記入してく ださい。  

また、 連絡を行う際に必要になりますので、 電話番号も記載してく ださい。  
なお、 法定代理人又は任意代理人（ 以下「 代理人」 という。） による利用停止請求の場合には、 代理人の氏名、

住所又は居所及び電話番号を記載してく ださい。  

２ 「 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」
３ ① ②及び に掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してく ださい。  

３ 「 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」
「 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」 の名称等を記載してく ださい。 なお、 個人情報の保護に関す

る法律（ 以下「 法」 という。） により保有個人情報の利用停止請求ができるのは次に掲げるものです。  
① 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報（ 法第90条第１ 項第１号）  
② 開示決定に係る保有個人情報であって、 法第88条第１ 項の他の法令の規定により開示を受けたもの 

（ 法第90条第１ 項第２号）  

４ 「 利用停止請求の趣旨及び理由」
(1) 利用停止請求の趣旨

「 利用停止請求の趣旨」は、「 第１ 号該当」、「 第２号該当」 □のいずれか該当する にレ点を記入してく ださい。 
ア 「 第１号該当」 には、法第61条第２項の規定（ 個人情報の保有制限） に違反して保有されているとき、法

第63 条の規定（ 不適正な利用の禁止） に違反して取り扱われているとき、 法第64 条の規定（ 適正取得） に
違反して取得されたものであるとき又は法第69条第１ 項及び第２項の規定（ 目的外利用制限） に違反して利
用されているときと考えるとき □に、 にレ点を記入してく ださい。また、「 利用の停止」 又は「 消去」 のいず
れかにレ点を記入してく ださい。  

イ 「 第２号該当」 には、 法第69 条第１ 項及び第２項の規定（ 目的外提供制限） 又は法第71 条第１項の規定
（ 外国第三者提供制限） に違反して他の行政機関等や外国にある第三者等に提供されていると考えるときに、
□ にレ点を記入してく ださい。

(2) 利用停止請求の理由
「 利用停止請求の理由」は、利用停止請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してく ださい。なお、

本欄に記載しきれない場合には、 本欄を参考に別葉に記載し、 本請求書に添付して提出してく ださい。  

５ 利用停止請求の期限について
利用停止請求は、 法第98 条第３項の規定により、 保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければ

ならないこととなっています。  

６ 本人確認書類等
(1) 来所による利用停止請求の場合

来所して利用停止請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第29条において読
み替えて準用する同令第 22 条（ 第４項及び第５項を除く 。） に規定する運転免許証、 健康保険の被保険者証、
個人番号カード（ 住民基本台帳カード（ 注）、ただし個人番号通知カードは不可）、在留カード、特別永住者証明
書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・ 氏名が記載されている書類を提示し、 又は
提出してく ださい。 どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、 本人確認書類の提示又は
提出ができない場合は、 利用停止請求窓口に事前に相談してく ださい。  

（ 注） 住民基本台帳カードは、 その効力を失うか、 個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみな
され、 引き続き使用可能です。  

(2) 送付による利用停止請求の場合
保有個人情報利用停止請求書を送付して保有個人情報の利用停止請求をする場合には、(1)の本人確認書類を

複写機により複写したものに併せて、住民票の写し（ ただし、利用停止請求の前30日以内に作成されたものに
限ります。） を提出してく ださい。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は
認められません。 住民票の写しが提出できない場合は、 利用停止請求窓口に事前に相談してく ださい。  

なお、 個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、 表面のみ複写し、 住民票の写しにつ
いては、 個人番号の記載がある場合、 当該個人番号を黒塗りしてく ださい。  

また、 被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、 保険者番号及び被保険者等記号・ 番号を
黒塗りにしてく ださい。  

(3) 代理人による利用停止請求の場合
「 本人の状況等」 欄は、法定代理人による利用停止請求の場合に記載してく ださい。必要な記載事項は、保有

個人情報の本人の状況、 氏名及び本人の住所又は居所です。  
代理人のうち、法定代理人が利用停止請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証

明書その他法定代理人であることを証明する書類（ ただし、利用停止請求の前30日以内に作成されたものに限
ります。） を提示し、 又は提出してく ださい。 なお、 戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、
市町村等が発行する公文書であり、 その複写物による提示又は提出は認められません。  

代理人のうち、任意代理人が利用停止請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類（ ただし、
利用停止請求の前30日以内に作成されたものに限ります。）を提出してく ださい。ただし、委任状については、
委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一に限り発行される
書類の写しを併せて提出してく ださい。 なお、 委任状は、 その複写物による提出は認められません。  
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様式第３２号（ 第２３ 条関係）  

委  任  状 

（ 代理人） 住     所 〒

氏     名                               

上記の者を代理人と定め、 下記の事項を委任します。  

記 

１  個人情報の利用停止請求を行う権限

２  利用停止決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限

３  利用停止決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限

４  利用停止請求に係る個人情報を利用停止する旨の決定通知を受ける権限及び利用停止請求に係る個人

情報を利用停止しない旨の決定通知を受ける権限

      年  月  日

（ 委任者） 住     所 〒

氏     名                               

連絡先電話番号       （     ）                   

（ 注）  委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一

に限り発行される書類の複写物を添付してく ださい。  
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様式第３３号（ 第２３ 条関係）  

委  任  状 

（ 代理人） 住     所 〒

氏     名                               

上記の者を代理人と定め、 下記の事項を委任します。  

記 

１  特定個人情報の利用停止請求を行う権限

２  利用停止決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限

３  利用停止決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限

４  利用停止請求に係る特定個人情報を利用停止する旨の決定通知を受ける権限及び利用停止請求に係る

特定個人情報を利用停止しない旨の決定通知を受ける権限

      年  月  日

（ 委任者） 住     所 〒

氏     名                               

連絡先電話番号        （     ）                  

（ 注）  委任者の運転免許証、 個人番号カード（ ただし個人番号通知カードは不可） 等本人に対し一

に限り発行される書類の複写物を添付してく ださい。  
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様式第３４号（ 第２３ 条関係）  

第     号  

年  月  日   

様

春日部市長        印   

補 正 通 知 書 

      年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、 次のとおり不備があ

りますので、 個人情報の保護に関する法律第99条第３項の規定に基づき、 補正を求めます。  

記

開示決定に基

づき開示を受

けた保有個人

情報の名称等

補正を要する

事項

補正期限 年  月  日

補正の参考と

なる情報

＜本件連絡先＞

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）     （ 内線：     ）  
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様式第３５号（ 第２４ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長           印 

保有個人情報利用停止決定通知書 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関す

る法律第101条第１項の規定により、 下記のとおり利用停止することに決定したので通知します。  

記 

利用停止請求に係る保

有個人情報の名称等 

利用停止請求の趣旨

利用停止決定をする内

容及び理由 

（ 利用停止決定の内容）  

（ 利用停止の理由）  

（ 教示）  

１  この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１ 年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

＜本件連絡先＞

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第３６号（ 第２４ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長         印 

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関す

る法律第101条第２項の規定により、利用停止をしないことに決定をしたので、下記のとおり通知します。 

記 

利用停止請求に係る保

有個人情報の名称等 

利用停止をしないこと

とした理由 

（ 教示）  

１  この処分について不服がある場合は、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、 春日部市長

に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、 上記１の審査請求のほか、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

春日部市を被告として（ 訴訟において春日部市を代表する者は春日部市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、 上記の期間が経過する前に、 この処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） があった日の

翌日から起算して１ 年を経過した場合は、 審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなく なりま

す。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（ 審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決） が

あった日の翌日から起算して１ 年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。  

＜本件連絡先＞

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第３７号（ 第２５ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長           印 

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関す

る法律第102 条第２項の規定により、 下記のとおり利用停止決定等の期限を延長することとしましたので

通知します。  

記 

利用停止請求に係る保

有個人情報の名称等 

延長後の期間 日（ 利用停止決定等の期限     年  月  日）  

延長の理由 

＜本件連絡先＞

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第３８号（ 第２６ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

様

春日部市長           印 

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、 個人情報の保護に関す

る法律第103 条の規定により、 下記のとおり利用停止決定等の期限を延長することとしましたので通知し

ます。  

記 

利用停止請求に係る保

有個人情報の名称等 

法第103条の規定（ 利用

停止決定等の期限の特

例） を適用する理由 

利用停止決定等をする

期限 
年   月   日 

＜本件連絡先＞

春日部市    部      課       担当 

電話番号：   （    ）      （ 内線：     ）  
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様式第３９号（ 第２７ 条関係）  

第     号 

年  月  日 

春日部市情報公開・ 個人情報保護審査会 御中

春日部市長           印 

諮 問  書 

個人情報の保護に関する法律第82条の規定に基づく 開示決定等について、別紙のとおり、審査請求があ

ったので、 同法第105条第３ 項において準用する同条第１ 項の規定に基づき諮問します。  
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（ 別紙）  

１  審査請求に係る保有個人

情報の名称等 

２  審査請求に係る開示決定

等 

（ 開示決定等の種類）  

□ 開示決定 

□ 一部開示決定 

（ 該当不開示条項）  

□ 不開示決定 

（ 該当不開示条項）  

(1) 開示決定等の日付、 記号番号 

(2) 開示決定等をした者 

(3) 開示決定等の概要

３  審査請求 (1) 審査請求日 

(2) 審査請求人 

(3) 審査請求の趣旨

４  諮問の理由  

５  参加人等  

６  添付書類等 ①  保有個人情報開示請求書（ 写し）  

②  保有個人情報開示決定通知書（ 写し） 又は保有個人情報不開示

決定通知書（ 写し）  

③  審査請求書（ 写し）  

④  理由説明書 

⑤  開示の実施を行った保有個人情報が記載された地方公共団体等

行政文書等（ 写し）  

⑥  その他参考資料 

７  諮問庁担当課、電話番号、

Ｆ ＡＸ 番号、メールアドレ

ス、 住所等 

□（ 注１）  ２の「（ 開示決定等の種類）」 については、 該当する開示決定等の をチェックすること。  

また、一部開示決定又は不開示決定の場合には、該当不開示条項（ 個人情報の保護に関する法律第78条第１

項各号、 第81条又は文書不存在） を記載すること。  

（ 注２）  ４の「 諮問の理由」 については、例えば、「 原処分維持が適当と考えるため。」、「 全部開示とすることが適当と

考えるが、 第三者の反対意見書が提出されているため。」 など、 諮問を必要とする理由を簡潔に記述すること。  

⑥（ 注３） ６の の「 その他参考資料」とは、例えば、第三者から反対意見書が提出されている場合の当該反対意見書や、

行政不服審査法第11条の総代、 同法第12条の代理人又は同法第13条の参加人の選任又は決定がなされている

場合のそれを示す書面、 個人情報の保護に関する法律第83 条第２ 項又は第84 条の規定に基づく 開示決定等の

期限に係る通知の写し等である。
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様式第４０号（ 第２７ 条関係）  

第     号 

年 月 日

春日部市情報公開・ 個人情報保護審査会 御中

春日部市長 印

諮  問  書 

個人情報の保護に関する法律第93条の規定に基づく 訂正決定等について、別紙のとおり、審査請求があ

ったので、 同法第105条第３ 項において準用する同条第１ 項の規定に基づき諮問します。  
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（ 別紙）  

１  審査請求に係る保有個人

情報の名称等 

２  審査請求に係る訂正決定

等 

（ 訂正決定等の種類）  

□ 訂正決定 

□ 不訂正決定 

(1) 訂正決定等の日付、 記号番号 

(2) 訂正決定等をした者 

(3) 訂正決定等の概要 

３  審査請求 (1)  審査請求日

(2) 審査請求人 

(3)  審査請求の趣旨

４  諮問の理由  

５  参加人等  

６  添付書類等 ①  保有個人情報訂正請求書（ 写し）  

②  保有個人情報訂正決定通知書（ 写し） 又は保有個人情報の訂正

をしない旨の決定通知書（ 写し）  

③  審査請求書（ 写し）  

④  理由説明書 

⑤  その他参考資料 

７  諮問庁担当課、電話番号、

Ｆ ＡＸ 番号、メールアドレ

ス、 住所等 

（ 注１）  ２の「（ 訂正決定等の種類）」 については、 該当する訂正 □決定等の をチェックすること。  

（ 注２）  ４の「 諮問の理由」 については、例えば、「 原処分維持が適当と考えるため。」 など、諮問を必要とする理由を

簡潔に記述すること。  

⑤（ 注３）  ６の の「 その他参考資料」 とは、例えば、行政不服審査法第11条の総代、同法第12条の代理人又は同法第

13条の参加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面、個人情報の保護に関する法律第94条第２

項又は第95条の規定に基づく 訂正決定等の期限に係る通知の写し等である。  

なお、審査請求人から訂正請求の趣旨・ 理由を根拠付ける資料が提出されている場合には、当該根拠資料を添

付する。  
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様式第４１号（ 第２７ 条関係）  

第     号 

年 月 日

春日部市情報公開・ 個人情報保護審査会 御中

春日部市長 印

諮  問  書 

個人情報の保護に関する法律第101 条の規定に基づく 利用停止決定等について、 別紙のとおり、 審査請

求があったので、 同法第105条第３項において準用する同条第１項の規定に基づき諮問します。  
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（ 別紙）  

１  審査請求に係る保有個人

情報の名称等 

２  審査請求に係る利用停止

決定等 

（ 利用停止決定等の種類）  

□ 利用停止決定 

□ 不利用停止決定 

(1) 利用停止決定等の日付、 記号番号 

(2) 利用停止決定等をした者 

(3) 利用停止決定等の概要 

３  審査請求 (1)  審査請求日

(2) 審査請求人 

(3)  審査請求の趣旨

４  諮問の理由  

５  参加人等  

６  添付書類等 ①  保有個人情報利用停止請求書（ 写し）  

②  保有個人情報利用停止決定通知書（ 写し） 又は保有個人情報の

利用停止をしない旨の決定通知書（ 写し）  

③  審査請求書（ 写し）  

④  理由説明書 

⑤  その他参考資料 

７  諮問庁担当課、電話番号、

Ｆ ＡＸ 番号、メールアドレ

ス、 住所等 

（ 注１）  ２の「（ 利用停止決定等の種類）」 については、 該当する利用停止 □決定等の をチェックすること。  

（ 注２）  ４の「 諮問の理由」 については、例えば、「 原処分維持が適当と考えるため。」 など、諮問を必要とする理由を

簡潔に記述すること。  

⑤（ 注３）  ６の の「 その他参考資料」 とは、例えば、行政不服審査法第11条の総代、同法第12条の代理人又は同法第

13 条の参加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面、 個人情報の保護に関する法律第102 条第

２項又は第103条の規定に基づく 利用停止決定等の期限に係る通知の写し等である。  

なお、審査請求人から利用停止請求の趣旨・ 理由を根拠付ける資料が提出されている場合には、当該根拠資料

を添付する。  
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様式第４２号（ 第２７ 条関係）  

第     号 

年 月 日

春日部市情報公開・ 個人情報保護審査会 御中

春日部市長 印

諮  問  書 

個人情報の保護に関する法律第76 条の規定に基づく 開示請求（ 同法第90 条の規定に基づく 訂正請求、

第98条の規定に基づく 利用停止請求） に係る不作為について、別紙のとおり、審査請求があったので、同

法第105条第３項において準用する同条第１項の規定に基づき諮問します。  
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（ 別紙）  

１  開示請求（ 訂正請求、利

用停止請求）に係る保有個

人情報の名称等 

２  審査請求に係る開示請

求（ 訂正請求、利用停止請

求）  

(1)  開示請求（ 訂正請求、 利用停止請求） の日付、 受付番号等 

(2)  開示請求（ 訂正請求、 利用停止請求） の宛先 

３  補正に要した日数、開示

決定等（ 訂正決定等、利用

停止決定等） の期限 

４  審査請求 (1)  審査請求日 

(2)  審査請求人 

(3)  審査請求の趣旨 

５  諮問の理由  

６  参加人等  

①  ７  添付書類等 保有個人情報開示請求書（ 保有個人情報訂正請求書、 保有個人情報利用停止

請求書） （ 写し）  

②  審査請求書（ 写し）  

③  理由説明書 

④  その他参考資料 

８  諮問庁担当課、 電話番

号、 Ｆ ＡＸ 番号、 メール

アドレス、 住所等 

（ 注１）  １の「 開示請求（ 訂正請求、利用停止請求） に係る保有個人情報の名称等」 については、開示請求の場合には、当該開示請求に係る保有個人

情報の名称を、訂正請求又は利用停止請求の場合には、当該訂正請求又は利用停止請求に係る保有個人情報の名称を記載すること。 

（ 注２）  ３の「 補正に要した日数、 開示決定等（ 訂正決定等、 利用停止決定等） の期限」 については、 補正を求めた場合には当該補正に要した日数

を、個人情報の保護に関する法律第83条第２項（ 個人情報の保護に関する法律第94条第２項、個人情報の保護に関する法律第102条第２項）

の規定による期間の延長を行った場合には開示決定等（ 訂正決定等、利用停止決定等） の期限を、同法第84条の規定が適用された場合には残

りの保有個人情報について開示決定等をする期限（ 個人情報の保護に関する法律第95条又は第103条の規定が適用された場合には訂正決定等

又は利用停止決定等をする期限） を、 それぞれ記載すること。 

（ 注３）  ５の「 諮問の理由」 については、例えば、「 開示請求から相当の期間 ※（ ） が経過していないと考えるため。」 など、諮問を必要とする理由を

簡潔に記載すること。 

※（ ） 行政不服審査法第３ 条に規定する「 相当の期間」 を指します。 以下同じ。 

③（ 注４）  ７の の「 理由説明書」 においては、例えば、開示請求から相当の期間 ※（ ） が経過していないと考える理由について、個人情報の保護に関

する法律第84条の規定が適用された場合には、同条を適用した理由、同条の「 相当の期間」 として設定した期間の妥当性などを具体的に記載

すること。 

④（ 注５）  ７の の「 その他参考資料」 とは、例えば、第三者から反対意見書が提出されている場合の当該反対意見書や、行政不服審査法第11条の総

代、 同法第12条の代理人又は同法第13条の参加人の選任又は決定がなされている場合のそれを示す書面、個人情報の保護に関する法律第83

条第２項又は第84条の規定に基づく 開示決定等の期限に係る通知の写し等である。
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様式第４３号（ 第２７ 条関係）  

第     号 

年 月  日 

様

春日部市長         印

諮問通知書 

年 月  日付けの春日部市長に対する審査請求について、下記のとおり春日部市情報公開・

個人情報保護審査会に諮問したので、 個人情報の保護に関する法律第105 条第３項において準用する同条

第２項の規定により通知します。  

記 

審査請求に係る保有個人情報

の名称等 

審査請求に係る開示決定等

（ 訂正決定等、 利用停止決定

等）  

審査請求 

(1)  審査請求日 

(2)  審査請求の趣旨 

諮問日・ 諮問番号      年 月  日 ・  諮問第  号 

（ 注１）  「 審査請求に係る開示決定等（ 訂正決定等、利用停止決定等）」 の欄については、開示決定等（ 訂正決定等、利用

停止決定等） の日付・ 記号番号、 開示決定等（ 訂正決定等、 利用停止決定等） をした者、 開示決定等（ 訂正決定等、

利用停止決定等） の種類（ 開示決定、 不開示決定等） を記載する。  

（ 注２）  「 諮問日・ 諮問番号」 の欄は、 春日部市情報公開・ 個人情報保護審査会が付す番号である。 

＜本件連絡先＞
春日部市 部     課      担当 
電話番号：            （ 内線：     ）
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